
                

令和７年度 大阪市立総合医療センター 

臨時職員（アルバイト）採用候補者の募集について 

  

１．募 集 職 種    病院における一般事務職員 

 

２．業 務 内 容    労務又は人事事務に伴うデータ入力・書類作成及びこれらに付随する業務 

 

３．応 募 条 件   ・ 年齢不問（高校生不可） 

・ パソコン（ワード、エクセル等）で効率的な作業が出来る方 

 

４．募 集 人 数    若干名 

 

５．勤 務 先    【大阪市立総合医療センター】 

所在地：大阪市都島区都島本通２-13-22又は 

大阪市都島区中野町５-15-21 

 

６．雇 用 期 間    令和８年１月 13日以降から令和８年４月 15日までの間で４８日未満 

            ※採用日はご相談のうえ決定します。 

 

７．勤 務 時 間    ＜勤務時間＞午前８時 45分から午後５時 15分（６時間以上から応相談） 

  ＜勤務日数＞週３日以上（応相談） 

   

            ※時間外勤務する場合があります。 

 

８．給 与 額    時給 1,380円 

            ※その他、時間外勤務手当、通勤手当があります。 

 

９．応 募 方 法   （１）提出書類 

             応募される方は、次の書類を郵送又は持参してください。 

・大阪市立総合医療センター臨時職員採用候補者申込書 

※封筒の表に「臨時職員採用候補者申込書在中」と朱書してください。 

           （２）書類提出先 

             〒534-0027 

大阪市都島区中野町５-15-21 大阪市都島センタービル５階 

大阪市立総合医療センター総務部総務課（人事担当） 

電話：06-6929-3687 

           （３）応募締切 

             随時※応募があった順に選考します。採用者が決定した場合は、募集を締

め切ります。 

 

10．選 考 方 法     （１）選考内容 

書類選考、面接試験 

書類選考合格者は下記日程で面接試験を実施します。 

           （２）試験日及び試験会場について 

             ・試験日  書類選考後、合格者と試験日等を調整の上、確定した試験日 

を通知します。※試験日は平日での実施となります。 

             ・試験会場 大阪市都島センタービル（大阪市都島区中野町５-15-21） 

   



 

 

11．そ の 他   （１）申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合は合格を取り消すこ

とがあります。 

（２）提出書類はお返しいたしません。提出書類により取得した個人情報は採 

用試験の実施の為に使用し、それ以外の目的には使用しません。ただし、合 

格者の提出書類については、採用にかかる事務手続き等に使用します。 

（３）採用試験結果に関するお問い合わせには応じかねます。 

 

12．受動喫煙防止措置  当機構では、健康増進法の趣旨に従い、当機構の敷地内を全面禁煙としてお

ります。 

 

 

《案内図》 

 

（最寄り駅からの案内） 

大阪メトロ（谷町線）都島駅 2号出口から西へ徒歩 3分 

JR西日本（大阪環状線）桜ノ宮駅 東出口から北へ徒歩 7分 


